
令和６年１月 24日 

高の原小学校 PTA会員 様 

木津川市立高の原小学校 PTA 

会長 縄井みちる 

 

高の原小学校 PTA臨時総会（書面・ネット審議）の開催について 

 

寒さ厳しき季節、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。昨年は PTA活動にご理

解とご協力をいただき誠にありがとうございました。 

 

今年度の PTAは、前年度までの活動を引き継ぎながら、作業の効率化やペーパーレス化

を進めてまいりました。その活動の中で、運営の実態に合わせて会則を整える必要が生じた

ため、今回「高の原小学校 PTA会則」の改定案を臨時総会にて上程いたします。 

臨時総会は感染症防止の観点より、書面にて決議を行う「臨時総会（書面）」として実施

いたします。総会は、出席者と委任状を含め会員の２分の１以上の出席をもって成立し、会

則は総会で３分の２以上の同意により改正することができます。 

議案書をご確認いただき、１月 30日（火）までにグーグルフォームよりご回答ください。

なお、期日までにご回答いただけない場合は、本部役員に一任とさせていただきますので、

ご了承のほどよろしくお願いします。また 2 回以上フォームで提出した場合は、最新の回

答を採用いたします。 

 

今後とも、ＰＴＡ活動にご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１．日程：1月２4日（水） 書面臨時総会案内・議案書メールにて配布 

２．議案：議案書 

３．審議方法：グーグルフォームでの表決とします 

４．提出期間：１月２4日（水）～１月 30日（火） 

以上 

 

結果は、集計終了後にメールにて報告します。 

ご質問に関しましては、PTA 本部メール（2023ptahonbu@gmail.com）までご連絡くだ

さい。 

 

mailto:2023ptahonbu@gmail.com


令和５年度高の原小学校 PTA臨時総会議案書 

 

議案： 

以下のとおり、高の原小学校 PTA会則改定（案）いたします。 

 

高の原小学校 PTA会則   

現行 改定案（下線部が改定箇所） 

第７条（総会） 

４．総会は、出席者と委任状を含め

会員の 2 分の 1 以上の出席で

成立し、出席者の過半数の賛成で

議決します。可否同数の場合は議長が

決します。議決は一家庭一票としま

す。 

５．会長は、事前に議案を会員に通知し

なければなりません。 

 

第７条（総会） 

４．総会は、出席者と委任状を含め

会員の 2 分の 1 以上の出席で

成立し、出席者の過半数の賛成で

議決します。可否同数の場合は議長が

決します。議決は一家庭一票としま

す。 

５．総会の議決は、定期総会・臨時総会共

に招集による決議、または書面（議決

権行使書）議決（電磁的記録を含む）

によるものとする。 

6．会長は、事前に議案を会員に通知し

なければなりません。 

役員・委員選出規定 

１ 第 8条関係（本部役員の選出） 

（５） 選挙管理委員会は、本部役員の信

任を、全会員の紙上投票で確認

し、会員に報告します。投票は、

１家庭１票の無記名秘密投票と

します。ただし、投票用紙の配布

や回収は、学級担任が代行できま

す。 

役員・委員選出規定 

１ 第 8条関係（本部役員の選出） 

（５） 選挙管理委員会は、本部役員の信

任を、全会員の紙上投票（電子投

票を含む）で確認し、会員に報告

します。投票は、１家庭１票の無

記名秘密投票とします。ただし、

投票用紙の配布や回収は、学級担

任が代行できます。 

 

 

高の原小学校 PTA会則につきましては、学校 HPにてご確認ください。 


